
平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

四

二

一

号

北
朝
鮮
に
よ
る
核
兵
器
開
発
を
巡
る
六
カ
国
協
議
に
つ
い
て
の
外
務
省
幹
部
の
見
解
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主

意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

421



北
朝
鮮
に
よ
る
核
兵
器
開
発
を
巡
る
六
カ
国
協
議
に
つ
い
て
の
外
務
省
幹
部
の
見
解
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主

意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
〇
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

本
年
四
月
二
十
四
日
付
の
読
売
新
聞
四
面
に
、
「
『
六
カ
国
協
議

交
渉
甘
い
』
外
務
省
幹
部
が
苦
言
」
と
の
見
出
し

で
、
外
務
省
幹
部
の
一
人
が
、
北
朝
鮮
に
よ
る
核
開
発
問
題
等
に
対
応
す
る
た
め
に
日
本
、
米
国
、
韓
国
、
ロ
シ
ア
、
中

国
、
北
朝
鮮
の
六
カ
国
で
つ
く
ら
れ
た
協
議
の
た
め
の
枠
組
み
（
以
下
、
「
六
カ
国
協
議
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
我
が

国
の
「
六
カ
国
協
議
」
に
お
け
る
交
渉
は
甘
く
、
現
在
「
六
カ
国
協
議
」
が
停
滞
し
て
い
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
旨
の
発
言

（
以
下
、
「
発
言
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
書
か
れ
た
記
事
（
以
下
、
「
読
売
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
き
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
「
外
務
省
と
し
て
は
、
質
問
主
意
書
の
質
問
に
対
し
て
誠
意
を
も
っ
て
答
弁

す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
外
務
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
発
言
に
関
す
る
記
録
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
同
発
言
の
具
体

的
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
三
九

号
）
二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
で
そ
の
旨
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
当
方
は
、
「
発
言
」
は
齋
木

昭
隆
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
長
が
記
者
懇
談
会
の
場
に
お
い
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如

一



何
。

二

前
回
質
問
主
意
書
で
述
べ
た
様
に
、
「
発
言
」
は
我
が
国
と
し
て
北
朝
鮮
の
核
開
発
問
題
に
よ
り
き
ち
ん
と
対
応
す
る
必

要
が
あ
る
と
の
確
固
た
る
意
志
を
示
し
た
、
前
向
き
で
正
し
い
提
言
で
あ
る
と
、
当
方
と
し
て
は
む
し
ろ
好
意
的
に
評
価
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
記
者
懇
談
会
の
場
に
お
け
る
発
言
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
で
、
そ
れ
を

も
っ
て
「
御
指
摘
の
発
言
に
関
す
る
記
録
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
同
発
言
の
具
体
的
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
」
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
木
で
鼻
を
く
く
っ
た
、
質
問
者
を
馬
鹿
に
す
る
答
弁
で
あ
り
、
ま
た
「
発
言
」
が
指
摘
し
て
い

る
、
現
在
の
北
朝
鮮
の
核
開
発
問
題
が
解
決
ど
こ
ろ
か
停
滞
し
て
い
る
こ
と
を
隠
す
か
の
よ
う
な
不
誠
実
な
答
弁
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

三

二
〇
〇
二
年
九
月
十
七
日
の
平
壌
宣
言
に
は
「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
側
は
、
こ
の
宣
言
の
精
神
に
従
い
、
ミ
サ
イ

ル
発
射
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
二
〇
〇
三
年
以
降
も
更
に
延
長
し
て
い
く
意
向
を
表
明
し
た
。
」
と
の
文
言
が
あ
る
が
、
二
〇

〇
六
年
七
月
五
日
の
北
朝
鮮
に
よ
る
テ
ポ
ド
ン
二
号
な
ど
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
は
、
右
の
平
壌
宣
言
に
反
す
る
も
の
で

は
な
い
の
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

四

我
が
国
が
平
壌
宣
言
を
破
棄
す
る
こ
と
は
、
「
六
カ
国
協
議
」
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。

二



五

「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
「
北
朝
鮮
の
核
問
題
の
平
和
的
・
外
交
的
な
解
決
に
当
た
っ
て
は
、
現
時
点
で
は
、
六
者

会
合
が
最
も
現
実
的
な
枠
組
み
と
考
え
て
お
り
、
引
き
続
き
、
政
府
部
内
は
も
と
よ
り
、
米
国
及
び
韓
国
を
始
め
と
す
る
関

係
国
と
も
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
最
大
限
努
力
を
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
「
六
カ
国
協
議
」
の
枠

組
み
を
堅
持
し
、
関
係
諸
国
と
緊
密
な
連
携
を
と
っ
て
い
く
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
例
え
ば
三
で
挙
げ
た
北
朝
鮮
の
ミ
サ

イ
ル
発
射
の
様
に
、
北
朝
鮮
が
我
が
国
と
の
約
束
事
を
破
る
行
為
に
で
た
際
は
、
我
が
国
と
し
て
は
平
壌
宣
言
の
破
棄
も
辞

さ
な
い
等
の
厳
し
い
態
度
で
北
朝
鮮
に
相
対
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
「
発
言
」
が
指
摘
す
る
様

に
、
我
が
国
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
交
渉
が
甘
か
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


